
平成１５年３月１２日判決言渡
平成１２年（ワ）第２３２１号　損害賠償請求事件
　　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　決
　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　文
　　　１　被告は，原告甲に対し，４８８４万７４３９円及びこれに対する平成８
年４月３０日から支払済
　　　　みまで年５分の割合による金員を支払え。
　　　２　被告は，原告乙に対し，４８８４万７４３９円及びこれに対する平成８
年４月３０日から支払済
　　　　みまで年５分の割合による金員を支払え。
　　　３　原告らのその余の請求を棄却する。
　　　４　訴訟費用は，これを１０分し，その１を原告らの負担とし，その余を被
告の負担とする。
　　　５　この判決は，第１項及び第２項に限り，仮に執行することができる。
　　　　　　　　　　　　　事　実　及　び　理　由
第１　請求
　１　被告は，原告甲に対し，５３５１万３５２９円及びこれに対する平成８年４
月２９日から支払済みま
　　で年５分の割合による金員を支払え。
　２　被告は，原告乙に対し，５３５１万３５２９円及びこれに対する平成８年４
月２９日から支払済みま
　　で年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要
　　　本件は，原告甲及び原告乙（以下，この両名を「原告ら」という。）が，原
告らの実子である丙（以
　　下「丙」という。）が，被告の開設するＸ総合病院（以下「被告病院」とい
う。）において，竹の切り
　　株を踏んだことによる右足裏の刺し傷（以下「本件刺創」という。）の治療を
受けたところ，その後，
　　本件刺創からガス壊疽を発症させ，右下肢の切断を余儀なくされたのは，被告
病院の丙に対する治療
　　（以下，被告病院における丙に対する一連の治療を「被告治療」という。）に
過失があったためであ
　　り，かつ，その後丙が死亡したことにより原告らが丙の権利義務を相続した旨
主張して，被告に対し，
　　診療契約上の債務の不完全履行又は不法行為（使用者責任）に基づく損害賠償
として，各５３５１万３
　　５２９円（合計１億０７０２万７０５８円）及びこれらに対する丙が被告治療
を受け始めた日の翌日で
　　ある平成８年４月２９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による各遅
延損害金の支払を求めた
　　事案である。
　１　前提事実（当事者間に争いのない事実は証拠を掲記しない。）
   (1)　当事者
　　　ア　被告は，千葉県知事の許可を得て設けられた地方自治法２８４条６項に
基づく地方公共団体の組
　　　　合であり，被告病院を開設している。
　　　　　被告治療が行われた当時，Ａ（以下「Ａ医師」という。）は，内科医と
して，Ｂ（以下「Ｂ医
　　　　師」という。）は，消化器外科医として，Ｃ（以下「Ｃ医師」とい
う。），Ｄ（以下「Ｄ医師」と
　　　　いう。）及びＥ（以下「Ｅ医師」という。）は，整形外科医としてそれぞ
れ被告病院に勤務してい
　　　　た。
　　　　　なお，被告病院には，ガス壊疽の予防，治療に有効な高圧酸素療法を行
う施設は存在しない。
　　　イ　原告らは，平成１０年３月１日に交通事故により死亡した丙（昭和５２



年３月１３日生）の両親
　　　　であり，丙の権利義務を各２分の１ずつ相続した。
   (2)　診療契約の締結
　　　　丙は，平成８年４月２８日午後５時ころ，自宅近くの川において，裸足で
川の中に入って魚釣りを
　　　していたところ，川の中の竹の切り株を右足で踏み，その竹の切り株が右足
裏に刺さるという本件刺
　　　創を負った（甲３の②，１０，証人Ａ，弁論の全趣旨）。
　　　　丙は，同日，本件刺創の治療のため，被告病院外来外科を訪れ，被告との
間で，診療契約を締結し
　　　た。
   (3)　診療経過
　　　ア　丙は，上記(2)のとおり，本件刺創を負ったため，平成８年４月２８日午
後５時３０分ころ，被
　　　　告病院外来外科を訪れ，当直医であったＡ医師の診察を受けた。
　　　　　Ａ医師は，本件刺創を１センチメートル程度の深さの右足底刺創と診断
し，これを麻酔の上，歯
　　　　ブラシを使用して生理食塩水１０００ミリリットルで洗浄するといういわ
ゆるデブリードマンを行
　　　　い（なお，デブリードマンとは，一般に，メス，鋏，ピンセットなどを用
いて，固着した汚染組
　　　　織，壊死組織を除去することをいうとされている。乙２の②），創部を３
針縫って縫合するととも
　　　　に，破傷風予防薬を筋肉注射し，抗生物質と消炎鎮痛解熱剤の内服薬を処
方した。なお，Ａ医師
　　　　は，上記デブリードマンの際，本件刺創から小さな竹片を数個摘出した。
　　　イ　丙は，平成８年４月２９日午前７時３０分ころ，足関節部の疼痛を訴
え，再び被告病院を訪れ，
　　　　当時の当直医であったＡ医師の診察を受けた。この時，Ａ医師は，本件刺
創を診察したところ，足
　　　　関節部に圧痛，腫脹がみられたものの，創が清潔で，レントゲン撮影検査
の結果，骨傷もなかった
　　　　ことから，足関節捻挫と診断し，足底縫合部の包帯を交換し，冷罨法にて
経過をみることとし，鎮
　　　　痛消炎剤，消炎剤の内服薬及び鎮痛消炎貼付剤を処方した。
　　　ウ　丙は，平成８年４月２９日午後６時４０分ころ，右足関節部の疼痛を訴
え，三たび被告病院を訪
　　　　れ，当時の当直医であったＢ医師の診察を受けた。Ｂ医師は，包帯を交換
し，鎮痛消炎軟膏と，鎮
　　　　痛消炎剤の頓服薬を処方した。
　　　エ　丙は，平成８年４月３０日午前９時すぎころ（証人Ｂ），四たび被告病
院を訪れ，Ｂ医師の診察
　　　　を受けた。Ｂ医師は，本件刺創の縫合部分の皮膚が汚かったため，イソジ
ン（殺菌消毒剤）で創部
　　　　を消毒する処置を施すとともに，丙を被告病院整形外科において受診させ
ることとした。
　　　オ　Ｂ医師から丙の治療の引継を受けた被告病院整形外科のＣ医師は，平成
８年４月３０日の午前
　　　　中，本件刺創を診察したところ，足関節内側の腫脹が著明であったため右
足部蜂窩織炎及び化膿性
　　　　腱鞘炎の発症を疑い（乙５），丙を入院させた上で，創部を切開し，デブ
リードマン，ドレナージ
　　　　をすることとした（なお，ドレナージとは，一般に，切開創内に誘導管を
置き，創内の滲出液，血
　　　　液を外方へ向かって持続的に誘導させる方法をいうとされている。）。丙
は，同日の午前１１時１
　　　　０分ころ，被告病院に入院した。なお，この時，丙の右足をレントゲン撮
影検査をしたが，ガス像



　　　　はみられなかった。
　　　カ　Ｃ医師は，平成８年４月３０日午後６時８分から午後８時８分にかけ
て，Ｅ医師及びＤ医師を助
　　　　手として，丙に対して，本件刺創の創部を少し拡げ，足関節内踝後方に切
開を加え，ブラッシング
　　　　し，生理食塩水２０００ミリリットルでデブリードマンをする手術を施し
た。この際，本件刺創の
　　　　創内からは，竹片と膿が発見され（甲３の③），Ｃ医師らは，丙が右足部
蜂窩織炎及び化膿性腱鞘
　　　　炎を併発していると診断した。
　　　キ　Ｃ医師は，平成８年５月１日，丙に対して回診をしたが，この際，丙に
は，本件刺創から暗紫色
　　　　の血清が滲み出しており，足趾知覚が鈍く，創部の腫脹などの所見が認め
られた。この日の丙に対
　　　　する治療としては，鎮痛剤の投与などの術後の経過処置のみ行われた。
　　　ク　Ｄ医師が，平成８年５月２日午前８時過ぎころ，丙を回診したところ，
本件刺創は，臭気を帯
　　　　び，淡茶色の血清の滲み出しがみられ，足底に暗紫色の水疱が２個みら
れ，腫脹も持続していた。
　　　　　その後，同日午後４時過ぎころ，Ｅ医師の指示により，丙の右足のレン
トゲン撮影検査を実施し
　　　　たところ，ガス像がみられたので（甲３の③，乙６，証人Ｃ，証人Ｅ），
Ｅ医師及びＣ医師は，午
　　　　後５時１５分，丙の右足がガス壊疽に罹患していることを疑い，丙を救急
車でＰ医療センター（以
　　　　下「Ｐ医療センター」という。）に転院させた。
　　　ケ　丙は，上記クのとおり，平成８年５月２日午後７時５分，Ｐ医療センタ
ーに入院し，同センター
　　　　のＱ医師の診断を受けたところ，右下肢ガス壊疽との診断を受け，緊急手
術により，右下肢を足関
　　　　節上約１０センチメートルのところで切断された。この際，Ｑ医師が，丙
の右足関節部付近を切開
　　　　したところ，長さ約３センチメートル，幅約７ミリメートルの竹片が発見
された（甲８）。
　　　コ　その後，丙は，Ｐ医療センターにおいて，平成８年５月３日から同月９
日まで高圧酸素療法を受
　　　　け，同月１３日，右下腿断端形成手術を受け，同月２０日抜糸され，同月
２１日，茨城県鹿島郡所
　　　　在のＲ病院に転入院し，同病院において，リハビリ，義足の調製等を行
い，平成８年８月１９日に
　　　　同病院を退院した（甲１の①，２，８）。
　２　争点
　　　本件の争点は，被告治療に被告病院医師らの過失が認められるか（争点１）
及び損害額（争点２）で
　　ある。
   (1)　争点１（被告治療に被告病院医師らの過失が認められるか。）
　　　ア　原告らの主張            
　　　　・　丙は，結果として右下肢ガス壊疽と診断され，右下肢を足関節上約１
０センチメートルのとこ
　　　　　ろで切断することを余儀なくされたが，これは，以下のとおり，被告治
療に過失があったためで
　　　　　ある。
　　　　・　すなわち，ガス壊疽とは，クロストリジウム菌を含め，すべてのガス
産生菌感染による壊疽性
　　　　　病変をいうが，その病原菌は各種の土壌中に存在するため，土壌が付着
するなどした不潔な創か
　　　　　ら感染することが多く，また嫌気性であるため外気からの遮断と血行障
害による組織酸素の減少



　　　　　や消失等が感染の条件となる。ただ，創部にガス壊疽菌が存在したとし
ても，必ずしも発症する
　　　　　とは限らず，その発症原因の大半は，初期治療を担当した医師の不完全
な創傷処理にあるとされ
　　　　　ている。
　　　　　　したがって，ガス壊疽の治療は，発症後の治療よりも発症前の予防が
何よりも重要であり，受
　　　　　傷直後の創傷処理において，創傷部位をよく洗浄して清浄化し，創内の
汚染組織，血流の乏しい
　　　　　組織等を十分に除去する，いわゆるデブリードマンをすることが重要な
処置となる。また，一た
　　　　　びデブリードマンを行ったとしても，十分にガス壊疽菌を除去できなか
った可能性がある場合に
　　　　　は，嫌気性菌であるガス壊疽菌の増殖を抑えるために，創部を開放性に
処置し，再度デブリード
　　　　　マンを行ってから縫合する等の配慮が必要となる。
　　　　　　また，ガス壊疽が発症した場合の治療法としては，直ちに，高圧酸素
療法を行い，抗生物質を
　　　　　投与して，できるだけ患肢の切断を避けることが原則とされている。
　　　　　　したがって，たとえガス壊疽の発症予防のために，デブリードマンを
行ったとしても，ガス壊
　　　　　疽菌の除去が不十分であったためにガス壊疽を発症してしまう場合に備
え，患者の状態を注意深
　　　　　く観察し，急激な発熱，創部の激痛，腫脹，発赤，創周囲の皮膚の浮
腫・発赤，滲出液の大量排
　　　　　出など，ガス壊疽を疑うべき所見が認められた場合には，直ちに，高圧
酸素療法を行うべく，患
　　　　　者を高圧酸素療法が可能な専門医療機関に転院させるべきこととなる。
        ・　上記・のガス壊疽及びその治療の特徴にかんがみれば，被告病院医師
らには，以下のとおりの
　　　　　過失が認められる。
　　　　　ａ　平成８年４月２８日におけるＡ医師の過失
　　　　　　　Ａ医師は，平成８年４月２８日，本件刺創を受傷した直後に被告病
院を来院した丙に対し
　　　　　　て，前記１，(3)，ア記載のとおり，歯ブラシを使用した本件刺創の創
部のデブリードマン，
　　　　　　創部を３針縫っての縫合，破傷風予防薬の投与などの処置をしたが，
以下のとおり，Ａ医師の
　　　　　　上記処置は不適切であり，Ａ医師には過失が認められるというべきで
ある。
　　　　　　　すなわち，本件刺創は，上記１，(2)記載のとおり，丙が川の中で竹
の切り株を踏んだこと
　　　　　　により生じたものであるから，土壌等によってかなり汚染されていた
ものと容易に考えること
　　　　　　ができ，ガス壊疽発症の危険性は極めて高いものであったということ
ができる。
　　　　　　　そうだとすると，Ａ医師には，この時点において，本件刺創の受傷
状況や，丙の体重が１０
　　　　　　０キログラム程度あったことを考慮して，本件刺創が右足の深部に達
する重大な刺創であった
　　　　　　可能性及びガス壊疽発症の危険性があることを認識すべきであり，ガ
ス壊疽発症を予防すべ
　　　　　　く，徹底したデブリードマン，集中的な抗生剤の投与，創部を開放と
するなどの治療を行う医
　　　　　　学上の義務があったというべきである。
　　　　　　　しかしながら，Ａ医師は，上記義務に反し，本件刺創の治療とし
て，一般的な外傷に対する
　　　　　　初期治療である創傷口に対する簡単なデブリードマンと破傷風予防薬



を投与したにとどまり，
　　　　　　後日，Ｐ医療センターにおいて，丙の右足関節部付近から発見された
長さ約３センチメート
　　　　　　ル，幅約７ミリメートルの竹片等の存在を見落とし，その上，創傷部
位を縫合し，結果とし
　　　　　　て，嫌気性であるガス壊疽菌の増殖を招いたものである。
　　　　　ｂ　平成８年４月２９日午前７時３０分におけるＡ医師の過失
　　　　　　　丙は，平成８年４月２９日午前７時３０分ころ，前記１，(3)，イ記
載のとおり，足関節部
　　　　　　の疼痛を訴えて再び被告病院に来院したが，Ａ医師は，この時点で，
丙の受傷状況や本件刺創
　　　　　　の傷の程度，丙が強い疼痛を訴えて，早朝に再び来院したことなどを
考慮して，丙の足関節部
　　　　　　の疼痛は，本件刺創の創が深く，創内に竹片などの異物が残存してい
るためであるとの可能性
　　　　　　を疑うべきであり，また，化膿性炎症等の２次的病変の発生，さらに
はガス壊疽発症の危険性
　　　　　　を認識して，これに対する適切な処置を講じるべき医学上の義務があ
ったというべきである。
　　　　　　　しかしながら，Ａ医師は，丙に対し，足関節捻挫と診断し，冷罨法
にて経過をみるなどの処
　　　　　　置をとったにすぎないから，上記義務を尽くしたとはいえない。
　　　　　ｃ　平成８年４月２９日午後６時４０分におけるＢ医師の過失
　　　　　　　丙は，平成８年４月２９日午後６時４０分ころ，前記１，(3)，ウ記
載のとおり，三たび右
　　　　　　足関節部の疼痛を訴えて被告病院に来院したが，当時の当直であった
Ｂ医師は，この時点で，
　　　　　　受傷状況，本件刺創の傷の程度，従前の治療が全く功を奏さないこと
及び丙が激しい痛みを訴
　　　　　　えていることなどを考慮し，ガス壊疽発症の危険性を認識して，これ
に対する適切な処置を講
　　　　　　じるべき医学上の義務があったというべきである。
　　　　　　　しかしながら，Ｂ医師は，Ａ医師による上記ｂ記載の足関節捻挫と
の診断結果を何ら疑うこ
　　　　　　となく，創部の包帯交換をするなどの処置をしたにとどまったという
のであるから，上記義務
　　　　　　を尽くしたとはいえない。
　　　　　ｄ　平成８年４月３０日における被告病院整形外科医師らの過失
　　　　　　　Ｃ医師ら被告病院整形外科医師らは，平成８年４月３０日，前記
１，(3)，カ記載のとおり，
　　　　　　同日午後６時８分から同日午後８時８分までの２時間にわたり，丙に
対し，本件刺創の創部を
　　　　　　切開した上で，デブリードマンを行う手術を行ったが，その際，丙が
嫌気性菌に感染している
　　　　　　ことを念頭に置いていたのであるから，ガス壊疽を疑って徹底的なデ
ブリードマンを行い，異
　　　　　　物を除去すべきであったのに，後日，Ｐ医療センターで発見された長
さ約３センチメートル，
　　　　　　幅約７ミリメートルの竹片等の存在を見落とし，これを丙の創部に残
存させたものであり，こ
　　　　　　の点で，被告病院整形外科医師らには過失が認められる。
　　　　　ｅ　被告病院整形外科医師らによる丙の転院措置義務の懈怠
　　　　　　・　平成８年５月１日における転院措置義務の懈怠
　　　　　　　　Ｃ医師ら被告病院整形外科医師らは，平成８年４月３０日，前記
１，(3)，カ記載のとお
　　　　　　　り，丙に対し，本件刺創の創部を切開し，デブリードマンを行う手
術を行ったが，その際，
　　　　　　　本件刺創の創が長母指屈筋腱鞘まで達し，その長母指屈筋腱鞘内か



ら竹片と膿が出ているこ
　　　　　　　とを発見した。Ｃ医師らは，このように，本件刺創の深部から竹片
と膿を発見したのである
　　　　　　　から，嫌気性菌の感染症であるガス壊疽発症の危険性を疑うべきで
あった。また，丙は，同
　　　　　　　年５月１日午前６時ころには足趾に浮腫が現れ，同日午前１０時こ
ろには本件刺創から暗紫
　　　　　　　色の血性の滲み出しが確認され，同日午後２時ころには創部の腫
脹，午後３時２０分ころに
　　　　　　　は右膝内側腫脹が確認された。
　　　　　　　　以上を考慮すると，Ｃ医師ら被告病院整形外科医師らは，遅くと
も同年５月１日の時点
　　　　　　　で，レントゲン撮影検査を実施してガス像の有無などのガス壊疽の
発症の徴候を検査し，直
　　　　　　　ちに丙を高圧酸素療法等を行うことができる設備の整った医療機関
へ転院させるべきであっ
　　　　　　　たというべきであり，これを怠り，漫然と経過治療のみを行った点
に，Ｃ医師ら被告病院整
　　　　　　　形外科医師らの過失が認められる。
　　　　　　・　平成８年５月２日における転院措置義務の懈怠
　　　　　　　　Ｃ医師ら被告病院整形外科医師らは，平成８年５月２日の午前８
時の丙に対する回診の際
　　　　　　　に，本件刺創からの淡茶色の血清の滲み出し，臭気，足底に暗紫色
の水疱２個，腫脹持続な
　　　　　　　どのガス壊疽特有の症状がみられたのであるから，直ちに，丙を高
圧酸素療法等を行うこと
　　　　　　　ができる設備の整った医療機関へ転院させるべきであったのに，結
局これを怠り，Ｃ医師ら
　　　　　　　被告病院整形外科医師らが丙のガス壊疽発症を疑い転院を決めたの
は，それから約９時間後
　　　　　　　の午後５時１５分であったというのであるから，丙に対する転院措
置は遅きに失し，Ｃ医師
　　　　　　　ら被告病院整形外科医師らには過失が認められる。
　　　　・　まとめ
　　　　　　以上のとおり，丙がガス壊疽を発症したことにより右下肢切断したの
は，平成８年４月２８日
　　　　　から同年５月２日までの各段階における被告病院医師らの治療が不適切
であったためであり，被
　　　　　告治療には過失が認められるというべきである。
　　　イ　被告の主張
　　　　・　本件では，前記１，(3)，ケ記載のとおり，丙がガス壊疽を発症した
後，Ｐ医療センターにお
　　　　　いて，本件刺創の創内から，長さ約３センチメートル，幅約７ミリメー
トルの竹片が発見された
　　　　　ものであるが，一般に，竹片等が筋肉内に巻き込まれた場合には，これ
を除去することは極めて
　　　　　困難であるといえるから，仮に，丙が創部に残された竹片等が原因でガ
ス壊疽を発症させたとし
　　　　　ても，それは不可抗力であり，被告病院医師らに過失は認められない。
　　　　・　また，以下のとおり，被告病院医師らの丙に対する処置は，いずれも
適切なものであって，何
　　　　　ら過失は認められない。
　　　　　ａ　平成８年４月２８日におけるＡ医師の処置について
　　　　　　　Ａ医師は，平成８年４月２８日，丙を診察したところ，本件刺創
は，被告病院に来院した約
　　　　　　３０分前に受傷したものであり，傷の深さは約１センチメートルにと
どまるものであったが，
　　　　　　このような場合の医師に求められる医学上の義務は，異物を除去し，



創部を洗浄し，破傷風予
　　　　　　防薬の筋肉注射をし，細菌感染を予防するため抗生物質等を処方し，
創を閉鎖して縫合すると
　　　　　　いうことに尽きる。
　　　　　　　Ａ医師は，前記１，(3)，ア記載のとおり，本件刺創に対する処置と
して，生理食塩水１０
　　　　　　００ミリリットル及び歯ブラシを使用してデブリードマンを行い，竹
片を数個摘出し，創部を
　　　　　　３針で縫合し，さらに破傷風予防薬の筋肉注射をし，細菌感染予防の
ために抗生物質を処方し
　　　　　　たのであるから，Ａ医師の治療行為に何ら上記医学上の義務に反する
ところはない。
　　　　　　　なお，そもそも，デブリードマンを行ったとしても，起炎菌のすべ
てを排除することは不可
　　　　　　能であり，したがって，丙が，後日，結果的にガス壊疽を発症させた
としても，Ａ医師の診断
　　　　　　に過失があったということはできない。
　　　　　　　また，Ａ医師が本件刺創を縫合した点について，原告らは，嫌気性
であるガス壊疽菌の増殖
　　　　　　を招くものであり，過失があったと主張するが，仮に，開放創にして
おくと，治療期間が延
　　　　　　び，開放創自体の汚染も起こり得るのであるから，この時点の処置と
しては妥当であり，何ら
　　　　　　過失は認められない。
　　　　　ｂ　平成８年４月２９日午前７時３０分におけるＡ医師による処置につ
いて
　　　　　　　Ａ医師は，平成８年４月２９日午前７時３０分ころ，右足関節部の
疼痛を訴え再び被告病院
　　　　　　に来院した丙に対し，右足のレントゲン撮影検査を実施したところ，
骨傷はなく，また，本件
　　　　　　刺創の創部も清潔であったことから，丙を右足関節捻挫と診断し，こ
れに対する処置である冷
　　　　　　罨法などを施して経過を観察することとしたものであり，何ら過失は
認められない。
　　　　　ｃ　平成８年４月２９日午後６時４０分におけるＢ医師による処置につ
いて
　　　　　　　Ｂ医師は，平成８年４月２９日午後６時４０分ころ，三たび被告病
院に来院した丙に対し，
　　　　　　丙が同日午前７時３０分に来院した時と同様の症状で創部に変化がな
く，右足関節部の疼痛を
　　　　　　訴えたことから，右足関節捻挫と診断し，冷罨法を行い経過観察と
し，鎮痛消炎軟膏を処方し
　　　　　　たものであり，何ら過失は認められない。
　　　　　ｄ　平成８年４月３０日におけるＣ医師ら被告病院整形外科医師らによ
る手術について
　　　　　　　原告らは，平成８年４月３０日，Ｃ医師ら被告病院整形外科医師ら
が，本件刺創の創部を切
　　　　　　開し，デブリードマンを行う手術をした際，本件刺創の創内に，後
日，Ｐ医療センターで発見
　　　　　　されることとなる長さ約３センチメートル，幅約７ミリメートルの竹
片等の存在を見落とした
　　　　　　点について，これをＣ医師らの過失であると主張するが，前記・のと
おり，筋肉内に巻き込ま
　　　　　　れた竹片等は，これを取り除くことは極めて困難であるから，仮に，
本件刺創内に残された竹
　　　　　　片等が原因で丙がガス壊疽を発症したのだとしても，それは不可抗力
であったというべきであ
　　　　　　る。



　　　　　　　なお，Ｃ医師らは，同日，右足関節内側の腫脹が著明であることか
ら右足部蜂窩織炎を疑
　　　　　　い，丙を入院させ，創切開，デブリードマン，ドレナージの手術を施
し，手術中の所見に照ら
　　　　　　し化膿性腱鞘炎を併発している可能性があることを考慮して，抗生物
質の投与等を行っている
　　　　　　のであり，何ら過失は認められない。
　　　　　ｅ　被告病院整形外科医師らによる丙の転院措置義務について
　　　　　　・　Ｃ医師ら被告病院整形外科医師らは，平成８年４月３０日，丙の
右足のレントゲン撮影検
　　　　　　　査を実施したところ，ガス像は見られなかったから，この時点にお
いて，Ｃ医師ら被告病院
　　　　　　　整形外科医師らに，丙を転院させる義務は生じない。
　　　　　　・　また，Ｃ医師ら被告病院整形外科医師らは，平成８年５月１日に
おいては，丙に対し，同
　　　　　　　年４月３０日の手術の経過観察をしているのであり，Ｃ医師ら被告
病院整形外科医師らが同
　　　　　　　年５月１日に丙を転院させなかったからといって過失があるとはい
えない。
　　　　　　・　Ｄ医師が，平成８年５月２日，丙を回診したところ，本件刺創の
創部は，臭気を帯び，淡
　　　　　　　茶色の血清の滲み出しがみられ，足底には２個の暗紫色の水疱を認
めたことから，丙の右足
　　　　　　　につきレントゲン撮影検査を実施し，その結果，丙の右足の骨間筋
にガス像が認められた。
　　　　　　　そこで，被告病院整形外科医師らは，丙がガス壊疽に罹患してるこ
とを疑い，直ちに，丙を
　　　　　　　高圧酸素療法を実施できるＰ医療センターに転院させたものである
が，これより前の診断で
　　　　　　　は丙にガス壊疽の症状は全くみられなかったものであるから，被告
病院整形外科医師らの丙
　　　　　　　がガス壊疽に罹患した旨の診断及び転院措置に何ら遅滞は認められ
ない。
　　　　・　以上の次第であるから，本件における被告病院医師らの処置には，い
ずれも不適切なところは
　　　　　なく，過失は認められない。
   (2)　争点２（損害額）
　　　ア　原告らの主張
　　　　・　丙は，被告治療に過失があったため，以下のとおり，合計９７０２万
７０５９円の損害を被っ
　　　　　た。
　　　　　ａ　入院雑費　１４万３０００円
　　　　　　　丙は，被告治療に過失があったために，①被告病院に，平成８年４
月３０日から同年５月２
　　　　　　日まで，②Ｐ医療センターに，同月２日から同月２１日まで，③Ｒ病
院に，同月２１日から同
　　　　　　年８月１９日まで，合計１１２日間の入院治療を余儀なくされ，これ
により１日当たり１３０
　　　　　　０円の入院雑費相当の損害を被ったところ，そのうち１１０日間分，
合計１４万３０００円の
　　　　　　入院雑費相当の損害を請求する。
　　　　　ｂ　休業損害　１０８万８４５６円
　　　　　　　丙は，被告治療に過失があったために，平成８年５月１日から同年
８月３１日までの４か月
　　　　　　間，勤務先を休職せざる得ず，その結果，４か月分の給与相当額であ
る８３万８４５６円（丙
　　　　　　の同年１月から４月までの給与合計額）及び４か月間休職したために
減額された賞与２５万円



　　　　　　（丙は，休職しなければ同年１２月分の賞与として少なくとも同年７
月分の賞与と同額を得る
　　　　　　ことができたはずであるところ，休職したことにより同年７月分の賞
与より２５万円賞与を減
　　　　　　額された。），合計１０８万８４５６円の休業損害が生じたものであ
る。
　　　　　ｃ　逸失利益　８０９９万５６０３円
　　　　　　　丙は，被告治療を受けるまでは健康体であったが，被告治療に過失
があったために，右下肢
　　　　　　を切断し，以下のとおり，８０９９万５６０３円の逸失利益相当の損
害を被った。
　　　　　　・　年収相当額は，５６７万１６００円(平成８年賃金センサス，男子
労働者学歴計全年齢平
　　　　　　　均賃金)である。
　　　　　　・　労働能力喪失率は，７９パーセントである。
　　　　　　　　すなわち，丙の後遺障害は，右下肢を足関節上約１０センチメー
トルのところで切断した
　　　　　　　ものであるから，自動車損害賠償保障法施行令別表第２の等級第５
級５号の後遺障害（以下
　　　　　　　「第５級５号の後遺障害」という。）に当たり，したがって，労働
能力喪失率は７９パーセ
　　　　　　　ントとすべきである。
　　　　　　・　就労可能年数は，４８年（症状固定時の年齢である１９歳から６
７歳まで）である。
　　　　　　・　上記就労可能年数４８年に対応するライプニッツ係数は，１８．
０７７１である。
　　　　　　・　したがって，丙の逸失利益は，８０９９万５６０３円である。
　　　　　　　　　５６７万１６００円×０．７９×１８．０７７１
　　　　　　　　　　＝８０９９万５６０３円（１円未満切り捨て。以下同じ。）
　　　　　ｄ　入通院慰謝料　１８０万円
　　　　　　　丙は，被告治療に過失があったために，前記ａ記載のとおり，入院
１１０日のほか通院３０
　　　　　　日（①被告病院に３日間，②Ｒ病院に２７日間）を余儀なくされたこ
とを考慮すると，この入
　　　　　　通院による丙の精神的損害は１８０万円を下らない。
　　　　　ｅ　後遺障害慰謝料　１３００万円
　　　　　　　丙の後遺障害が，前記ｃ，・記載のとおり，第５級５号に当たるこ
とを考慮すると，丙の後
　　　　　　遺障害による精神的損害は１３００万円を下らない。
　　　　・　原告らは，上記・の丙の損害賠償請求権９７０２万７０５９円を各２
分の１ずつ（４８５１万
　　　　　３５２９円ずつ）相続した。
　　　　・　弁護士費用　各５００万円（合計１０００万円）
　　　　　　被告が負担すべき，原告らの弁護士費用としては，各５００万円，合
計１０００万円が相当で
　　　　　ある。
　　　　・　結論
　　　　　　したがって，原告らの被告治療に過失があったことによる損害は，そ
れぞれ５３５１万３５２
　　　　　９円（合計１億７０２万７０５８円）となる。
　　　イ　被告の認否
　　　　　原告らの損害の主張は争う。
第３　争点に対する判断
　１　争点１（被告治療に被告病院医師らの過失が認められるか。）について
   (1)　証拠（甲１の①ないし③，２，３の①ないし⑦，８ないし１０，乙３ない
し６，証人Ａ，証人Ｂ，
　　　証人Ｃ，証人Ｅ，原告甲）によれば，以下の事実が認められる。
　　　ア　丙は，平成８年４月２８日午後５時ころ，自宅近くの川で裸足で魚釣り



をしていて川の中の竹の
　　　　切り株を右足で踏み，その竹の切り株が右足裏に刺さり本件刺創を負っ
た。そこで，丙は，同日午
　　　　後５時３０分ころ，被告病院外来外科を訪れ，当時の当直医であったＡ医
師の診察を受けた。
　　　イ　丙は，上記ア記載のＡ医師による診察の際，Ａ医師に対し，本件刺創は
汚れた川の中の竹の切り
　　　　株を裸足でかなり強く踏んで受傷したものである旨を説明し，Ａ医師は，
本件刺創を創の長さ２セ
　　　　ンチメートル程度，深さ１センチメートル程度の右足底刺創と診断した。
　　　　　そして，Ａ医師は，丙の右足底に局所麻酔をした上で，本件刺創に対
し，創の切開はしなかった
　　　　ものの，歯ブラシを使用して生理食塩水１０００ミリリットルで洗浄を行
い，この際，本件刺創か
　　　　ら数ミリ程度の竹片を２，３個摘出した。
　　　　　Ａ医師は，上記洗浄により，本件刺創を十分に消毒することができたも
のと判断し，足底部の
　　　　腱，腱鞘を傷つける危険を冒してまでさらに深く切開し，異物を捜す必要
はないと考えてそのまま
　　　　創部を３針縫って縫合した。
　　　　　また，Ａ医師は，丙に対し，破傷風予防と細菌感染を予防するために，
破傷風トキソイド及びテ
　　　　ガタムＰ（いずれも，破傷風予防薬）を筋肉注射し，ケフラール（セフェ
ム系抗生物質）を２日分
　　　　処方し，痛み止めのためにポンタール（消炎鎮痛解熱剤）の頓服薬３カプ
セルを処方した。
　　　ウ　丙は，平成８年４月２９日午前７時３０分ころ，再び被告病院を訪れ，
当時の当直医であったＡ
　　　　医師の診察を受け，Ａ医師に対し，前日の治療後，足関節痛が出現し，足
関節部の疼痛が強い，処
　　　　方されたポンタール（消炎鎮痛解熱剤）を全部服用したが，あまり効かな
かったなどと訴えた。
　　　　　Ａ医師は，この時，丙の右足関節部を診察したところ，足関節部に圧痛
があり，腫脹がみられた
　　　　ため，足関節部と足底のレントゲン撮影検査を行ったが，その結果は，骨
傷はなく，骨，関節に異
　　　　常はないというものであった。また，丙の足底縫合部の包帯を交換したと
ころ，本件刺創の創口は
　　　　清潔であった。
　　　　　そこで，Ａ医師は，本件刺創の創が清潔であり，骨傷もなく，また，捻
挫は受傷後しばらくして
　　　　痛み出す例もあることから，丙に対し，足関節部の捻挫を疑い，冷罨法に
て経過をみることとし，
　　　　ボルタレン（鎮痛消炎剤）及びマーズレン（消炎剤）の内服薬並びにセポ
ラス（鎮痛消炎貼付剤）
　　　　を処方した。
　　　エ　丙は，平成８年４月２９日午後６時４０分ころ，三たび被告病院を訪
れ，当時の当直医であった
　　　　Ｂ医師の診察を受け，右足関節部の疼痛が強く，内服薬が効かないと訴え
た。
　　　　　Ｂ医師は，丙を診察し，足底の創感染の炎症が波及する可能性を考慮し
たものの，それよりも足
　　　　関節捻挫を強く疑い，包帯を交換し，セクターゲル（鎮痛消炎軟膏）とボ
ルタレン（鎮痛消炎剤）
　　　　の頓服薬を処方し，丙に対し，翌日もまた来院するよう指示した。
　　　オ　丙は，平成８年４月３０日午前９時すぎころ，四たび被告病院を訪れ，
Ｂ医師の診察を受け，右
　　　　足関節部の疼痛が強いと訴えた。



　　　　　Ｂ医師は，丙を診察したところ，本件刺創の縫合部分が，うまく接着せ
ず発赤などの炎症所見が
　　　　認められるなどしていて皮膚が汚かったことから，イソジン（殺菌消毒
剤）で創部を消毒する処置
　　　　を施すとともに，足関節痛について，丙を被告病院整形外科に転科させ
た。
　　　カ　Ｂ医師から丙の治療の引継を受けた被告病院整形外科のＣ医師は，平成
８年４月３０日の午前
　　　　中，丙を診察したところ，右足関節部内側の腫脹が著明で発赤がみられ熱
発しており，本件刺創か
　　　　らの膿がみられたため，右足部蜂窩織炎及び化膿性腱鞘炎を疑い，丙を入
院させた上で，創部を切
　　　　開し，デブリードマン，ドレナージをすることとし，丙は，同日午前１１
時１０分，被告病院への
　　　　入院手続をした。その後，Ｃ医師は，丙の右足関節部のレントゲン撮影検
査をしたが，その結果，
　　　　ガス像はみられなかった。また，同日午後３時，丙は，生理食塩水１００
ミリリットル，ハロスポ
　　　　ア（セフェム系抗生物質），エクサシン（アミノグリコシド系抗生物質）
の点滴注射を受け，同日
　　　　午後４時２０分，硫酸アトロピン，アタラックスＰの筋肉注射を受けた。
　　　　　なお，丙の体温は，入院時には３６．６度であったが，同日午後２時に
は３８．１度，午後４時
　　　　１０分には４０．１度に上昇した。
　　　キ　丙は，平成８年４月３０日午後４時３５分，手術室に入室し，同日午後
４時４５分，腰椎麻酔を
　　　　受けた。
　　　　　Ｃ医師は，同日午後６時８分から午後８時８分にかけて，Ｅ医師及びＤ
医師を助手として，丙に
　　　　対して，本件刺創の創部のブラッシングを行い，創部を少し拡げ，足関節
内踝後方に切開を加え，
　　　　異物の存在を確認し，抗生物質を加えた生理食塩水２０００ミリリットル
で，長母指屈筋腱，脛骨
　　　　神経に沿ってデブリードマンをする手術を施した。この際，本件刺創の創
部の奥深いところから竹
　　　　片が発見され，長母指屈筋腱を覆っている腱鞘を切開したところ膿が排出
された。そして，Ｃ医師
　　　　らは，ペンローズ（膿を排出するための管）を１本関節内に留置した。
　　　　　また，Ｃ医師らは，手術終了後，ソフトシーネ固定をし，抗生剤を点滴
注射し，頭部及び腋下の
　　　　クーリングを行った。
　　　　　なお，Ｃ医師らは，丙が右足部蜂窩織炎のほかに化膿性腱鞘炎を併発し
ていると診断し，この際
　　　　検出された膿に対して，細菌検査を実施したところ，同年５月８日に検査
結果が出て，ガス壊疽菌
　　　　であるクロストリジウム・ペルフリンゲンス，クロストリジウムが検出さ
れていたことが判明し
　　　　た。
　　　ク　丙の体温は，上記手術終了時には３８．５度であったが，平成８年４月
３０日午後８時３５分に
　　　　は３６．１度に下がった。
　　　　　丙は，麻酔が切れた同日午後１０時ころから，右足の痛みを訴え始めた
ので，以下のとおり，同
　　　　時ころ，ボルタレン坐剤（鎮痛消炎剤）の投薬，同日午後１０時３０分及
び午後１１時４０分，ソ
　　　　セゴン，アタラックスＰの筋肉注射を受けた。
　　　　　また，丙は，同年５月１日午前零時以降も右足の痛みを訴え続け，午前
２時４５分，レペタンの



　　　　筋肉注射を受け，同日午前６時５０分，丙は自制困難なほどに痛みを訴
え，ボルタレン坐剤（鎮痛
　　　　消炎剤）の投薬を受け，同日午前１０時，ソセゴン，アタラックスＰの筋
肉注射を受け，同日午後
　　　　２時ボルタレン坐剤（鎮痛消炎剤）の投薬を受けた。
　　　　　なお，丙の体温は，同日午後３時１０分には，再び３８．３度に上昇し
た。
　　　ケ　被告病院看護婦が，平成８年５月１日午前６時，丙の右足をみたとこ
ろ，足趾に浮腫がみられ
　　　　た。
　　　　　また，Ｃ医師は，同日午前１０時ころ，丙に対して回診をしたが，この
際，丙には，本件刺創か
　　　　ら暗紫色の血清が外科パット下まで滲み出しており，足趾知覚が鈍く，創
部の腫脹などの所見が認
　　　　められた。
　　　コ　丙の右足の疼痛は，平成８年５月２日になっても続き，丙は，同日午前
零時２０分，ソセゴン，
　　　　アタラックスＰの筋肉注射を受け，午前３時３０分，ボルタレン坐剤（鎮
痛消炎剤）の投薬を受け
　　　　た。
　　　　　丙の体温は，同日午前３時３０分には３８．７度あったが，同日午前６
時には３７．５度に下が
　　　　った。
　　　サ　Ｄ医師は，平成８年５月２日午前８時ころ，丙を回診したところ，本件
刺創から淡茶色の血清が
　　　　外科パットまで滲み出しており，臭気を帯び，足底に暗紫色の水疱が２個
みられ，腫脹も持続して
　　　　いた。
　　　　　Ｅ医師は，上記のＤ医師の回診の結果の報告を他の患者の手術中に受
け，その患者の手術にめど
　　　　がついた後である同日午後４時ころ，丙を診察し，本件刺創の包帯交換を
したが，その際，本件刺
　　　　創から淡血清が滲み出しており，臭気が増強し，足底に水疱があり，腫脹
及び発赤が持続してい
　　　　た。そこで，Ｅ医師は，丙の右足のレントゲン撮影検査をさせたところ，
丙の右足にガス像がみら
　　　　れた。
　　　シ　Ｅ医師及びＣ医師は，上記サのとおり，丙の右足にガス像がみられたこ
とから，丙がガス壊疽に
　　　　罹患している疑いがあると診断し，高圧酸素療法が可能な上級医療機関へ
の移送を決め，原告らに
　　　　対し，その旨を説明した。その後，丙は，平成８年５月２日午後５時１５
分ころ，救急車でＰ医療
　　　　センターに搬送された。
　　　ス　丙は，上記シ記載のとおりＰ医療センターに搬送された後，平成８年５
月２日午後７時５分，同
　　　　センターに入院し，同センターのＱ医師の診断を受けた。
　　　　　Ｑ医師は，丙の治療を被告病院から引き継ぎ，丙の右足の大腿部まで腫
脹及び発赤があり，足底
　　　　部が壊死しているなどの症状がみられたため，直ちに，全身麻酔及び硬膜
外麻酔をした上，デブリ
　　　　ードマンを行う緊急手術を開始した。
　　　　　そして，Ｑ医師が，丙の右足首の内側の関節部分付近を切開したとこ
ろ，悪臭がし，脂肪滴が流
　　　　れ出て，筋膜が壊死状態となっており，筋肉が指で押すと容易につぶれる
状態であり，広範に壊疽
　　　　がみられ，また，切開した右足関節付近から長さ約３センチメートル，幅
約７ミリメートルの竹片



　　　　が発見された。Ｑ医師は，丙を右下肢ガス壊疽と診断し，筋の壊疽が広範
囲であるため足の機能を
　　　　残すことが不可能であると判断して丙の右足の下部を足関節部上約１０セ
ンチメートルのところか
　　　　ら切断した。
　　　セ　その後，丙は，Ｐ医療センターにおいて，平成８年５月３日から同月９
日まで高圧酸素療法を受
　　　　け，同月１３日，右下腿断端形成手術を受け，同月２０日抜糸され，同月
２１日，茨城県鹿島郡所
　　　　在のＲ病院に転入院し，同病院において，リハビリ，義足の調製等を行
い，同年８月１９日に同病
　　　　院を退院した。
   (2)　前記第２，１記載の前提事実及び上記(1)記載の認定事実を前提に，被告病
院医師らの過失の存否
　　　について判断する。
　　　ア　ガス壊疽は，クロストリジウム菌などのグラム陽性嫌気性菌の感染によ
り，進行性筋壊死を中心
　　　　とした病変が引き起こされるものであり，これらの菌は土壌中に常在し，
土壌が付着するなどした
　　　　汚染された創に発生することが多く，症状悪化の進行は極めて早いとされ
ている。したがって，ガ
　　　　ス壊疽は，何よりもその予防が重要であり，その予防のためには，受傷直
後の創の適切な外科的処
　　　　置が最も重要とされている。
　　　　　そして，その予防のための外科的処置としては，ガス壊疽の発症には創
内の汚染された壊疽組織
　　　　などの存在が必須であるから，これらの組織のデブリードマンを十分にし
なければならないとさ
　　　　れ，また，ガス壊疽菌は嫌気性であるため，創の経過観察を十分に行い，
ガス壊疽の発症が疑わし
　　　　ければ創を開放し，臨床症状，レントゲン撮影検査などから，一たびガス
壊疽発症の診断がされれ
　　　　ば，高圧酸素療法のできる施設に転送することが重要であるとされてい
る。
　　　イ・　平成８年４月２８日におけるＡ医師の過失について
　　　　　ａ　原告らは，Ａ医師は，平成８年４月２８日の時点で，丙の本件刺創
の受傷状況などを考慮す
　　　　　　ると，ガス壊疽発症の可能性を認識すべきであり，ガス壊疽発症を予
防すべく，徹底したデブ
　　　　　　リードマン，抗生剤の投与，本件刺創を開放するなどの処置をすべき
であったのにこれをせ
　　　　　　ず，かえって本件刺創を３針縫って縫合し，また，後日発見されるこ
ととなる長さ約３センチ
　　　　　　メートル，幅約７ミリメートルの竹片等の異物の存在を見落とした点
に過失が認められると主
　　　　　　張する。
　　　　　ｂ・　確かに，本件刺創は，丙が汚れた川の中で竹の切り株を裸足で踏
んで受傷したというもの
　　　　　　　であるから，Ａ医師には，丙が本件刺創から何らかの感染症を発症
させる可能性を疑い，そ
　　　　　　　れに対する処置を施すべき医学上の義務があったということはでき
る。
　　　　　　　　しかしながら，この時点においては，本件刺創は，長さ２センチ
メートル，深さ１センチ
　　　　　　　メートル程度の足底刺創であったから，この創の程度からは専門医
による緊急処置が必要な
　　　　　　　ほどに重度な外傷とはいえないし，膿の排出など，感染症の発症を
疑う症状は何ら認められ



　　　　　　　ず，また，丙の足関節部の疼痛などの症状もみられなかったことな
どにかんがみれば，Ａ医
　　　　　　　師に，直ちに，感染症のうちガス壊疽発症の可能性までをも考慮し
て，これに対する処置を
　　　　　　　しなければならない医学上の義務は生じていなかったというべきで
ある。
　　　　　　　　なお，Ａ医師は，本件刺創に対する処置として，局所麻酔をした
上で，歯ブラシを使用し
　　　　　　　て生理食塩水１０００ミリリットルで洗浄を行い，また，破傷風を
予防するために，破傷風
　　　　　　　トキソイド及びテガタムＰ（いずれも，破傷風予防薬）を筋肉注射
し，細菌感染を予防する
　　　　　　　ために，ケフラール（セフェム系抗生物質）を処方したというので
あるから，当時の丙の症
　　　　　　　状からすれば，一応の感染症対策を施したということができる。
　　　　　　・　次に，Ａ医師が本件刺創を３針縫って縫合した措置は，本件刺創
が長さ２センチメートル
　　　　　　　程度の創であったことを考慮すれば，膿の排出を促すために，１針
程度の縫合にとどめた方
　　　　　　　が妥当であったから（乙７参照），やや妥当性を欠くところがあっ
たことは否定はできな
　　　　　　　い。また，本件刺創を３針縫って縫合し創を塞いでしまうことは，
ガス壊疽菌が嫌気性菌と
　　　　　　　されていることからすれば，ガス壊疽の発症の予防としては妥当で
はないことは明らかであ
　　　　　　　る。
　　　　　　　　しかし，当時は，丙には膿の排出などの何らかの感染症の発症を
疑う症状はみられなかっ
　　　　　　　たのであるから，この時点において，Ａ医師が，本件刺創の早期治
癒のために，本件刺創を
　　　　　　　３針縫って縫合したからといって，直ちに，それが過失と評価され
るということはできな
　　　　　　　い。
　　　　　　・　また，Ａ医師が，当時，後日発見されることとなる長さ約３セン
チメートル，幅約７ミリ
　　　　　　　メートルの竹片の存在を見落とした点については，確かに，結果と
して，これだけの大きさ
　　　　　　　の異物を発見できなかったのであるから，Ａ医師の処置に妥当性を
欠くところがあったこと
　　　　　　　は否定できない。
　　　　　　　　しかしながら，竹片はその形状等から腱，靱帯，筋肉組織等と判
別が困難であるといえる
　　　　　　　上，上記竹片が残されていた本件刺創の深部は神経や腱が錯綜して
おり，上記竹片を探して
　　　　　　　摘出するため本件刺創の深部をピンセット等で捜索し，又は切開す
るなどした場合には神経
　　　　　　　や腱を損傷し，これによる後遺症を残存させるおそれがあった（乙
７，証人Ｃ）ところ，Ａ
　　　　　　　医師は，当時，本件刺創に対し，局所麻酔をした上で，歯ブラシを
使用して生理食塩水１０
　　　　　　　００ミリリットルで洗浄を行い，この際，本件刺創から数ミリ程度
の竹片を２，３個摘出し
　　　　　　　ていること，当時，丙には本件刺創から膿の排出や足関節部の疼痛
などの症状はみられなか
　　　　　　　ったことを考慮すると，この時点において，Ａ医師に，さらに，足
底部の腱や腱鞘を傷つけ
　　　　　　　る危険を冒してまで，異物が残存していないかを確認するため，本
件刺創の深部をピンセッ



　　　　　　　ト等で探り，又は，本件刺創や足関節部付近を切開するなどの身体
的侵襲を伴う処置まです
　　　　　　　べき医学上の義務があるとは認められないというべきである。
　　　　　　　　そうすると，たとえ，この時点で，Ａ医師が，結果として丙の創
内に長さ約３センチメー
　　　　　　　トル，幅約７ミリメートルの竹片が存在していたことを見落とした
からといって，Ａ医師
　　　　　　　に，直ちに過失があるということはできない。
　　　　　ｃ　以上のとおり，平成８年４月２８日におけるＡ医師の丙に対する治
療につき過失があると認
　　　　　　めることはできない。
　　　　・　平成８年４月２９日午前７時３０分におけるＡ医師の過失について
　　　　　ａ　原告らは，Ａ医師は，平成８年４月２９日午前７時３０分の時点
で，本件刺創の受傷状況や
　　　　　　丙が足関節部の疼痛を訴えて早朝に来院したことなどの事情を考慮し
て，本件刺創の創内に竹
　　　　　　片などの異物が残存している可能性や，ガス壊疽発症の危険性などに
対する処置を講じるべき
　　　　　　であったのにこれをせず，丙を足関節捻挫と誤診したものであり，過
失が認められると主張す
　　　　　　る。
　　　　　ｂ　確かに，結果としては，この時点において，丙の右足関節付近に
は，後日発見された長さ約
　　　　　　３センチメートル，幅約７ミリメートルの竹片が残存していたのであ
るから，Ａ医師は，当時
　　　　　　の診察において，丙が竹の切り株を踏んだという本件刺創の受傷状
況，丙が右足関節部の疼痛
　　　　　　を訴えて早朝に来院したなどの事情から，上記竹片の存在を推認し
て，これを取り除く処置を
　　　　　　とるべきことが妥当であったことは否定できない。
　　　　　　　しかしながら，当時，丙の足関節部には圧痛があり，腫脹がみられ
たとはいうものの，足関
　　　　　　節部と足底のレントゲン撮影検査の結果，骨傷等の異常は認められ
ず，また，本件刺創の創は
　　　　　　清潔であり，膿を排出していたなどの事実は認められなかったのであ
るから，Ａ医師が足関節
　　　　　　捻挫を疑い，これに対する経過的な処置である冷罨法をとったとして
も，やむを得ないもので
　　　　　　あって，Ａ医師の上記処置が，医学的に相当性を欠くとまでは認めら
れない。
　　　　　ｃ　したがって，平成８年４月２９日午前７時３０分におけるＡ医師の
治療に過失があると認め
　　　　　　ることはできない。
　　　　・　平成８年４月２９日午後６時４０分におけるＢ医師の過失について
　　　　　ａ　原告らは，Ｂ医師は，平成８年４月２９日午後６時４０分の時点
で，本件刺創の受傷状況や
　　　　　　従前からの治療が全く功を奏さないことを考慮して，ガス壊疽発症の
危険性などに対する処置
　　　　　　を講じるべきであったのにこれをせず，Ａ医師の右足捻挫との診断に
追従し，これに対する経
　　　　　　過処置をとったにすぎないのであり，過失が認められると主張する。
　　　　　ｂ　確かに，この時点におけるＢ医師の診察においても，結果として，
長さ約３センチメート
　　　　　　ル，幅約７ミリメートルの竹片が丙の右足関節部付近に残存していた
ことを見落としているの
　　　　　　であるから，この点でＢ医師の処置は妥当性を欠き，丙が右足関節部
の疼痛が強く，内服薬が
　　　　　　効かないと訴えていること，丙の被告病院への来院はこの日２度目で



あったことなどの事情を
　　　　　　考慮すれば，Ｂ医師は，従前のＡ医師による足関節捻挫との診断結果
を疑い，丙の本件刺創内
　　　　　　に竹片等の異物が残存している可能性を考慮して，これに対する処置
をとるべきことが妥当で
　　　　　　あったことは否定できない。
　　　　　　　しかしながら，この時点において，丙には膿の排出など感染症を疑
わせるに顕著な症状は認
　　　　　　められなかったのであり，既に前日である同月２８日に，Ａ医師によ
り，破傷風の予防のため
　　　　　　破傷風トキソイド及びテガタムＰを筋肉注射され，細菌感染の予防の
ためケフラール（セフェ
　　　　　　ム系抗生物質）を２日分処方されていたのであるから，Ｂ医師に，ガ
ス壊疽等の感染症の発症
　　　　　　の危険性を考慮した処置まで講ずべき義務はなかったというべきであ
る。
　　　　　　　そうすると，Ｂ医師が，当時，丙に対し，足関節捻挫に対する処置
を施して，翌日もまた来
　　　　　　院するように指示した点についても，これを直ちに過失と評価するこ
とはできない。
　　　　　ｃ　したがって平成８年４月２９日午後６時４０分におけるＢ医師の治
療に過失があると認める
　　　　　　ことはできない。
　　　　・　平成８年４月３０日における被告病院整形外科医師らの過失について
　　　　　ａ　原告らは，Ｃ医師ら被告病院整形外科医師らは，平成８年４月３０
日の時点で，丙に対し，
　　　　　　本件刺創の創部を切開した上で，デブリードマンを行う手術を行った
際に，後日，Ｐ医療セン
　　　　　　ターで発見された長さ約３センチメートル，幅約７ミリメートルの竹
片等の異物の存在を見落
　　　　　　とし，これを本件刺創の創部に残存させたものであり，この点で過失
が認められると主張す
　　　　　　る。
　　　　　　　これに対し，被告は，上記竹片の存在が，上記手術の際，Ｃ医師ら
によって見落とされた事
　　　　　　実を認めながら，筋肉内に巻き込まれた竹片等は，これを取り除くこ
とが極めて困難であり，
　　　　　　仮に，本件刺創の創部に残された竹片等が原因で丙がガス壊疽を発症
したのだとしても，それ
　　　　　　は不可抗力であったというべきであると反論する。
　　　　　ｂ　この点，確かに，竹片はその形状から腱，腱鞘，筋肉組織等と判別
しにくく，竹片が筋肉に
　　　　　　巻き込まれた場合には，これを発見できなかったとしても，そのこと
から直ちに，治療を担当
　　　　　　する医師らに過失が認められるとはいえない場合が存することは否定
できない。
　　　　　　　しかし，本件においては，丙は汚れた川の中で竹の切り株を裸足で
踏んで本件刺創を受傷し
　　　　　　た上，Ｃ医師らが丙を診断した平成８年４月３０日の時点では，右足
関節部内側の腫脹が著明
　　　　　　で発赤がみられ熱発しており，本件刺創からの膿がみられた上に，丙
の体温は同日午後２時に
　　　　　　は３８．１度，午後４時１０分には４０．１度であったというのであ
るから，Ｃ医師らは，丙
　　　　　　が何らかの重度の感染症を発症させている可能性をも考慮に入れて丙
の治療に当たるべきであ
　　　　　　り，少なくとも，徹底したデブリードマンを行い，受傷の際に，創内
に入り込んだおそれのあ



　　　　　　る竹片などの異物の完全な除去を試みるべき義務があったというべき
である。
　　　　　　　また，本件刺創は，竹の切り株を裸足で強い力で踏みつけたことに
より受傷したものである
　　　　　　こと，同年４月２８日にＡ医師が本件刺創を洗浄した際に，本件刺創
から２，３個の竹片が取
　　　　　　り除かれたこと，さらに，同月３０日にＣ医師らがデブリードマン等
を行う手術をした際にも
　　　　　　竹片が取り除かれたことなどを考慮すれば，丙の本件刺創の創内に
は，さらに竹片が残されて
　　　　　　いた相当高度の可能性があったと容易に推測される上，丙が同月２９
日以後，再三にわたり，
　　　　　　右足関節部の強い疼痛を訴えていたことにかんがみれば，Ｃ医師らに
は，Ａ医師らの右足捻挫
　　　　　　との診断が誤診であり，この丙の右足関節の疼痛の原因が，右足関節
部付近まで竹片などの異
　　　　　　物が入り込んでいるためであるという可能性を十分に考慮して，丙の
右足関節部付近に残存し
　　　　　　ている可能性のある異物を発見すべき義務があったというべきであ
る。
　　　　　　　なお，Ｃ医師らは，丙に対しデブリードマン手術をした際に，丙の
右足関節内踝後方に切開
　　　　　　を加え，神経等を損傷しないぎりぎりまで異物の存在を探索し確認し
た旨供述する（証人Ｃ）
　　　　　　が，被告治療の際に丙の右足関節部に残された竹片は，長さ約３セン
チメートル，幅約７ミリ
　　　　　　メートルもの大きさのものであり，丙の転院先であるＰ医療センター
において，同センターの
　　　　　　医師が，丙の内側の右足関節部分付近の切開を試みたところ，上記竹
片が発見されたというの
　　　　　　であるから，仮に，Ｃ医師らが，丙の右足関節部の切開を試みた後，
注意深く異物が残存して
　　　　　　いないか確認していれば，上記竹片の発見はさほど困難でなく可能で
あったものと認められ，
　　　　　　したがって，Ｃ医師の上記供述はたやすく信用することができず，Ｃ
医師らが，丙の右足関節
　　　　　　部付近に残存している可能性のある異物を発見すべき義務を尽くした
ということはできず，Ｃ
　　　　　　医師らは，この竹片の存在を見逃し，本件刺創の創内に残存させた点
について，医師としての
　　　　　　注意義務を欠くものであったといわざるを得ない。
　　　　　ｃ　そうすると，本件では，Ｃ医師らは，平成８年４月３０日の丙に対
するデブリードマン等を
　　　　　　行った手術をした際に，丙の足関節部付近にあった長さ約３センチメ
ートル，幅約７ミリメー
　　　　　　トルもの大きさの竹片の存在を見逃し，これを残存させたという点に
おいて過失があったと認
　　　　　　められる。
　　　　・　被告病院整形外科医師らによる丙の転院措置義務の懈怠について
　　　　　ａ　上記・のとおり，Ｃ医師ら被告病院整形外科医師らには，平成８年
４月３０日の丙に対する
　　　　　　デブリードマン等を行った手術をした時点で，丙に対する治療に過失
が認められるが，なお，
　　　　　　以下のとおり，同年５月１日以降，丙の転院措置が遅れた点について
も過失が認められる。
　　　　　ｂ　すなわち，原告らは，Ｃ医師ら被告病院整形外科医師らは，平成８
年５月１日の時点で丙に
　　　　　　足趾の浮腫，本件刺創からの暗紫色の血性の滲み出し，創部の腫脹，



右膝内側腫脹などがみら
　　　　　　れたのであるから，ガス壊疽の発症を疑い，直ちに丙を高圧酸素療法
等を行うことができる設
　　　　　　備の整った医療機関へ転院させるべきであったし，また，同月２日の
午前８時の丙に対する回
　　　　　　診の時点で，本件刺創からの淡茶色の血清の浸み出し，臭気，足底に
暗紫色の水疱２個，腫脹
　　　　　　持続などのガス壊疽特有の症状がみられたのであるから，直ちに，丙
を高圧酸素療法等を行う
　　　　　　ことができる設備の整った医療機関へ転院させるべきであったのに，
これを怠り，同日午後５
　　　　　　時１５分になって丙の転院を決めたのは遅きに失し，過失が認められ
ると主張する。
　　　　　　　これに対し，被告は，同月１日の時点では，同年４月３０日のレン
トゲン撮影検査の結果，
　　　　　　ガス像はみられなかったのであるし，同日，本件刺創に対するデブリ
ードマンをする手術を
　　　　　　し，同年５月１日はその経過観察をしていたのであるから，Ｃ医師ら
被告病院整形外科医師ら
　　　　　　に転院措置をとる義務は認められず，また，同月２日の時点では，レ
ントゲン撮影検査の結
　　　　　　果，丙の右足にガス像がみられた時点で，直ちに，丙を高圧酸素療法
を実施できるＰ医療セン
　　　　　　ターに転院させたものであり，これより前の診断では丙にガス壊疽の
症状は全くみられなかっ
　　　　　　たものであるから，被告病院医師らの丙がガス壊疽に罹患した旨の診
断及び転院措置に何ら遅
　　　　　　滞は認められず，過失は認められないと主張する。
　　　　　ｃ　Ｃ医師ら被告病院整形外科医師らは，上記・記載のとおり，Ｃ医師
らの過失により，本件刺
　　　　　　創の創内に長さ約３センチメートル，幅約７ミリメートルの竹片を残
存させたものであるが，
　　　　　　この竹片は，右足関節部付近という足底の創口からかなりの奥深い位
置に入り込んでいたこ
　　　　　　と，ガス壊疽菌は嫌気性菌であり，しかもガス壊疽は感染から発症ま
で極めて進行が速く，医
　　　　　　師としてはその発症を予防することが重要であるとされていること，
さらに，被告病院には高
　　　　　　圧酸素療法を行う施設を有しないことを考慮すれば，この竹片が本件
刺創の創内に残存してい
　　　　　　たという事実をもってして，Ｃ医師らは，この竹片を直ちに除去する
とともに，丙のガス壊疽
　　　　　　発症の可能性を常に考慮して，丙に対して，本件刺創から竹片が残存
していた付近まで開放性
　　　　　　として，注意深く経過観察をし，いつでも高圧酸素療法が可能な医療
機関に移送できる準備を
　　　　　　整えておくか，速やかに，高圧酸素療法が可能な医療機関に移送する
義務があったというべき
　　　　　　である（なお，付言すると，Ｃ医師ら被告病院整形外科医師らが同日
実施したデブリードマン
　　　　　　等の手術の際に検出された膿につき細菌検査が実施されたところ，平
成８年５月８日，ガス壊
　　　　　　疽菌であるクロストリジウム・ペルフリンゲンス，クロストリジウム
が検出されたとの検査結
　　　　　　果が出ている。）。
　　　　　ｄ　そうすると，Ｃ医師らは，平成８年４月３０日のデブリードマン等
を行った手術をした際
　　　　　　に，長さ約３センチメートル，幅約７ミリメートルの竹片を見落とし



たのみならず，Ｃ医師
　　　　　　は，同年５月１日午前１０時ころ，丙に対して回診をした際，丙の本
件刺創から暗紫色の血清
　　　　　　が外科パット下まで滲み出しており，足趾知覚が鈍く，創部の腫脹な
どの症状があり，丙の受
　　　　　　傷状況及びその後の治療経過等に照らせばガス壊疽を疑わす所見があ
ると判断できたにもかか
　　　　　　わらず，直ちに高圧酸素療法が可能な医療施設に丙を転送することを
せず，同日は専ら術後の
　　　　　　経過処置のみを行い，また，同月２日午前８時のＤ医師の回診の際
に，本件刺創から淡茶色の
　　　　　　血清が外科パットまで滲み出しており，足底暗紫色の水疱が２個みら
れ，腫脹も持続していた
　　　　　　のみならず，本件刺創が臭気を帯びているなどのガス壊疽を疑わせる
顕著な症状がみられたに
　　　　　　もかかわらず，同日午後４時過ぎになって，初めてレントゲン撮影検
査を実施し，その検査の
　　　　　　結果，丙の右足にガス像が発生していたので丙のガス壊疽発症を疑
い，同日午後５時１５分に
　　　　　　丙を高圧酸素療法が可能なＰ医療センターへ移送することを決めたと
いうのであるから，Ｃ医
　　　　　　師らの丙の転院措置は遅きに失したといわざるを得ず，Ｃ医師らは，
丙に対して，注意深く経
　　　　　　過観察をして，いつでも高圧酸素療法が可能な医療機関に移送できる
準備を整えておくべき義
　　　　　　務，又は，速やかに移送させるべき義務を尽くさなかったというべき
である。
　　　　　ｅ　したがって，平成８年５月１日以降，被告病院整形外科医師らが，
丙を高圧酸素療法が可能
　　　　　　な医療機関に移送する準備を整えておらず，又は，速やかに移送せ
ず，また，同日午前１０時
　　　　　　ころにされた回診の際，丙にガス壊疽を疑わせる所見があると判断で
きたにもかかわらず，同
　　　　　　日午後５時１５分まで丙をＰ医療センターに移送しなかった点につい
て，Ｃ医師らの過失が認
　　　　　　められる。
　　　ウ　なお，平成８年４月３０日のレントゲン撮影検査の結果，丙の右足にガ
ス像はみられなかったと
　　　　いうのであるから，同日のデブリードマン等を行った手術をした際に，Ｃ
医師らが，長さ約３セン
　　　　チメートル，幅７ミリメートルの竹片を発見し，これを除去し，創を開放
とし，高圧酸素療法が可
　　　　能な医療機関に移送をする準備を整えるか，同年５月１日を経過する前に
速やかに移送するなどの
　　　　ガス壊疽に対する処置を施していれば，丙が，ガス壊疽を発症せず，右下
肢切断を免れた蓋然性が
　　　　極めて高かったものというべきである。
　　　　　したがって，丙がガス壊疽を発症させ，右下肢切断を余儀なくされたの
は，同年４月３０日以降
　　　　の被告治療に過失があったためであるということができる。
　　　エ　以上の次第であるから，平成８年４月３０日以降の被告治療には，被告
病院医師らに過失が認め
　　　　られ，そのために丙は，ガス壊疽を発症し右下肢切断を余儀なくされたも
のと認めることができ，
　　　　被告は，丙の権利義務を相続した原告らに対し，債務不履行責任又は不法
行為責任（使用者責任）
　　　　に基づく損害賠償義務を免れないというべきである。
　２　争点２（損害額）について



   (1)　丙固有の損害について
　　　　被告病院医師らの過失ある治療により，丙が被った固有の損害額は，以下
のとおり，合計８８８９
　　　万４８７９円となる。
　　　ア　入院雑費　１４万３０００円
　　　　　前記第２，１，(3)記載の前提事実のとおり，当事者間に争いのない事実
として，丙は，①被告
　　　　病院に，平成８年４月３０日から同年５月２日まで，②Ｐ医療センター
に，同月２日から同月２１
　　　　日まで，③Ｒ病院に，同月２１日から同年８月１９日まで，合計１１２日
間入院治療をしたことが
　　　　認められる。
　　　　　ところで，被告病院医師らの同年４月３０日以降の過失ある治療行為と
相当因果関係のある入院
　　　　治療は，丙がガス壊疽を発症させた後，すなわち，同年５月２日にＰ医療
センターに入院して以降
　　　　の入院治療であるというべきであるから，その日数は，合計１１０日間で
ある。
　　　　　そうすると，丙には，被告病院医師らの過失ある治療行為により，１日
当たり１３００円，１１
　　　　０日分の入院雑費，合計１４万３０００円が生じたものというべきであ
る。
　　　イ　休業損害　１０８万１６９４円
　　　　　前記第２，１，(3)記載の前提事実，前記１記載の認定事実及び証拠（甲
４，１３）によれば，
　　　　①丙は，被告医師らの過失ある治療行為により，平成８年５月２日から同
年８月３１日まで勤務先
　　　　を休職したこと，②丙は，本件刺創を受傷する前の平成８年１月から４月
までの給与額は，それぞ
　　　　れ，２１万２７２２円，１９万９３１８円，２１万４５４９円，２１万１
８６７円の合計８３万８
　　　　４５６円であり，その平均月収は，２０万９６１４円（８３万８４５６円
÷４）であること，③丙
　　　　は勤務先から賞与を７月と１２月の年２回支給されていたが，丙が同年７
月に支給された賞与は３
　　　　５万円であったのに対し，同年１２月に支給された賞与は１０万円であっ
た（なお，同年１２月支
　　　　給分の賞与は，丙が同年５月２日から８月３１日までの間，休職したこと
により，同年７月支給分
　　　　の賞与より減額されたものと推認される。）ことが認められる。
　　　　　そうすると，被告医師らの過失ある治療行為により生じた丙の休業損害
は，同年５月２日から同
　　　　年８月３１日までの給与相当額である８３万１６９４円（２０万９６１４
円×〔３か月＋３０日÷
　　　　３１日〕＝８３万１６９４円）及び同年１２月に支給されなかった賞与２
５万円（休職分の賞与相
　　　　当額と考えられる，同年７月支給分の賞与額から同年１２月支給分の賞与
額を控除した額。），合
　　　　計１０８万１６９４円である。
　　　ウ　逸失利益　７５８７万０１８５円
　　　　　前記第２，１記載の前提事実及び前記１記載の認定事実によると，丙
は，被告病院医師らの過失
　　　　ある治療行為により，結果として，右下肢を足関節上約１０センチメート
ルのところで切断され，
　　　　その症状固定時は１９歳であったことが認められる。
　　　　　そうすると，被告病院医師らの過失ある治療行為により，右下肢を足関
節以上で失うという後遺
　　　　障害による丙の逸失利益は，以下のとおり，７５８７万０１８５円とな



る。
　　　　　すなわち，①丙の年収相当額は，丙が高卒である（原告甲）から５３１
万２７００円(平成８年
　　　　賃金センサス，男子労働者高卒全年齢平均賃金)であること，②丙は，一下
肢を足関節以上で失う
　　　　という第５級５号に当たる後遺障害を負っているものであり，その労働能
力喪失率は７９パーセン
　　　　トとするのが相当であること，③当時の丙の就労可能年数は，１９歳から
６７歳までの４８年であ
　　　　ること，④上記就労可能年数に対応するライプニッツ係数は，１８．０７
７１であること，以上に
　　　　より丙の逸失利益を計算するのが相当であるところ，これによれば，丙の
逸失利益は，７５８７万
　　　　０１８５円（５３１万２７００円×０．７９×１８．０７７１＝７５８７
万０１８５円）となる。
　　　エ　入通院慰謝料　１８０万円
　　　　・  前記ア記載のとおり，被告病院医師らの過失ある治療行為と相当因果
関係ある丙の入院期間
　　　　　は，１１０日と考えるのが相当である。
　　　　・　また，前記第２，１，(3)記載の前提事実及び証拠（甲９）によれば，
丙は，①本件刺創の治
　　　　　療のため，被告病院に３日間，②右下肢切断後の経過治療のため，Ｒ病
院に２３日間通院したこ
　　　　　とが認められる。
　　　　　　そして，このうち，被告病院に通院した３日間については，被告病院
医師らの過失ある治療行
　　　　　為がされる前の通院であり，本件刺創の治療のために必要な通院であっ
たということができるか
　　　　　ら，被告病院医師らの過失ある治療行為と相当因果関係ある丙の通院
は，右下肢切断後の経過治
　　　　　療のため，Ｒ病院に通院した２３日間と考えるのが相当である。
　　　　・　そうすると，被告病院医師らの過失ある治療行為により，丙は１１０
日間の入院及び２３日間
　　　　　の通院を余儀なくされたといえるのであり，これによる丙の精神的損害
は，１８０万円を下らな
　　　　　いというべきである。
　　　オ　後遺障害慰謝料　１０００万円
　　　　　前記１で判断したとおり，丙が右下腿を足関節上約１０センチメートル
のところで切断されたの
　　　　は，被告病院医師らの過失ある治療行為があったためである。
　　　　　そうすると，本件における丙の後遺障害が一下肢を足関節以上で失った
ものであり，第５級５号
　　　　の後遺障害に当たること，丙が本件刺創を負った状況，被告治療の経過等
本件にあらわれた一切の
　　　　事情を考慮すると，丙の後遺障害による精神的損害は，１０００万円を下
らないというべきであ
　　　　る。
   (2)　弁護士費用　各４４０万円（合計８８０万円）
　　　　本件において，被告病院医師らに過失が認められるために，被告が負担す
べきこととなる原告らの
　　　弁護士費用は，各４４０万円（合計８８０万円）とするのが相当である。
   (3)　結論
　　　　したがって，原告らは，丙の権利義務を各２分の１ずつ相続しているか
ら，原告らの被告治療に過
　　　失があったことによる損害は，それぞれ４８８４万７４３９円（合計９７６
９万４８７８円。）とな
　　　る。
　３　なお，当裁判所は，平成８年４月３０日以降の被告治療に過失を認め，同日



を被告病院医師らの不法
　　行為の日であると考えるので，被告は，同日から原告に対する損害賠償債務の
履行遅滞となり，原告に
　　対する遅延損害金が発生している。
　４　よって，原告の請求は，損害賠償金として，各４８８４万７４３９円及びこ
れに対する平成８年４月
　　３０日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由が
あるからこの限度でこれ
　　を認容し，その余の部分は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判
決する。

　　　千葉地方裁判所民事第１部

　　　　　　　裁判長裁判官　　　　小　　　林　　　　　　　正

　　　　　　　　　　裁判官　　　　瀬　　　木　　　比　呂　志

　　　　　　　　　　裁判官　　　　深　　　野　　　英　　　一


